
新型コロナワクチン接種のお知らせです

次の人は市新型コロナワクチン接種推進室へお問い合わせください

新型コロナワクチン無料接種の期限が近づいています
　無料の新型コロナワクチン接種（特例臨時接種）を受けられるのは、９月30日までです。
接種を希望する人は早めに予約をお願いします。予約方法などは、接種券に同封した案内
文書、県や市のホームページをご確認ください。
※期間が延長になる場合、広報かまいしや市のホームページなどでお知らせします

　各施設の特徴や手続き方法、入園までの準備や幼児教育無償化などを説明します。また、早寝・早起き・
朝ごはんの大切さのお話もあります。
　対　　象　令和５年４月に子どもの幼稚園・保育園などへ入園を希望する保護者など、どなたでも
　申込期限　８月 19 日㈮
　日　　時

◦１～３回目の接種を希望する人で、接種券が届いていない、または紛失した人
◦�４回目接種券を早めに欲しい人（４回目の接種券は順次発送しています。９月接種予定の人には８

月上旬に発送予定です）

主な接種会場の終了予定
会　　場 終　了　日 備　　　　考

イオンタウン釜石3階 9月25日㈰

ツガワ未来館アピオ（滝沢市） 8月  7日㈰ 対象：１～ 4回目を接種する人

岩手県予防医学協会（盛岡市） 9月30日㈮ 対象：１～３回目を接種する人
※ワクチンの接種は、回数にかかわらず任意で、強制ではありません

市のホームページ

予約受付は８月10日㈬までです

　基礎疾患のある 18 歳から 59 歳までの人で、１・２回目の接種時（令和３年８月頃）に基礎疾患を
市に届け出ていない場合、４回目の接種予約には、届け出る必要があります。
届 出 先　�市新型コロナワクチン接種推進室へ電話でお申し込みください
　　　　　その際、該当する基礎疾患など（次の①〜⑯）を伝えてください。

● 18 歳以上 60 歳未満であるが、次の①～⑭の基礎疾患があり、通院、入院している
①慢性の呼吸器の病気　②慢性の心臓病（高血圧を含む）　③慢性の腎臓病　④慢性の肝臓病（肝硬変など）
⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または、他の病気を併発している糖尿病
⑥血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
⑦免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている　⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害など）　　⑪染色体異常
⑫重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）　　　⑬睡眠時無呼吸症候群
⑭�重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持、または自立支援医

療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する）や知的障害（療育手帳を所持）
※精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を所持している人は、通院・入院していなくても基礎疾患を有する者に該当

⑮ 18 歳以上 60 歳未満で、BMIが 30 以上　【体重㎏÷［（身長 m）×（身長 m）］】
⑯ 18 歳以上 60 歳未満で、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた

基礎疾患のある人、重症化リスクの高い人

接種場所（４回目接種）	� ・市内各医療機関
　　　　　　　　　　　	・集団接種　イオンタウン釜石 ３階
　　　　　　　　　 　　  受付時間　９時～11時　13 時～15 時

問い合わせ　市健康推進課 新型コロナワクチン接種推進室 　☎22-4567  ☎22-4568（推進室直通）申し込み・問い合わせ　市子ども課 次世代育成係　☎22-5121

問い合わせ　市市民課 医療給付係　☎ 27-8491

子ども医療費給付制度の
申請をお忘れなく

　子ども医療費給付制度を利用するため
には申請が必要です。８月診療分から新
規加入できる人には、５月下旬に申請書
を送付しましたので、忘れずに提出して
下さい。
　また、申請書は８月中の提出をお願い
します。遅れて申請書を提出した場合、
申請月の診療分からの給付になります。

医療費受給者証の内容を
ご確認ください

　７月下旬に、新しい受給者証（子ども
医療、ひとり親医療、重度心身障がい者
医療、身体障がい者３級医療費）を送付
しました。保護者名、振込先口座、保険
証の記号番号などを確認し、変更がある
場合は、変更届を提出してください。
　変更届の提出が遅れた場合、医療給付
を受けられない場合があります。

こども園・幼稚園・保育園のあれこれ  を開催します
知って

おきたい

鵜住居保育園子育て支援センター 8月27日㈯  10時～11時30分
中妻子供の家子育て支援センター 9月   2日㈮  10時～11時30分
かまいしこども園子育て支援センター 9月   2日㈮  13時30分～15時
平田子育て支援センター 9月   9日㈮  10時～11時30分
かっし子育て支援センター 9月10日㈯  10時～11時30分

　これまで、小学生以上の子どもと妊産婦への医療費給付は、保護者の前年の所得が制限額
以下の人を対象に、保護者の住民税の課税状況により一定の自己負担額がありました。８月
１日からは、この所得制限を撤廃し、  自己負担額を無償化します 。
対　象　18歳以下の人（18歳に達して以後最初の３月31日まで）

これまで

対　象
未就学児 小学生から高校生年齢帯

18 歳に達する日以後の最初の 3 月31日まで

自　己
負担額 なし

レセプトごとに外来1,500円、
入院5,000円

（�保護者が市町村民税非課税の場合
は自己負担額なし）

所得制限 なし あり

令和 4 年 8 月診療分から

対　象
未就学児 小学生から

高校生年齢帯
18 歳に達する日以後の最初の
3 月 31 日まで

自　己
負担額 なし なし

所得制限 なし なし

子ども医療費給付制度を拡充しました８月１日〜
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